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現
在
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
お
よ
び

主
任
児
童
委
員
の
任
期
は
、
令
和
４
年
11

月
30
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

伴
い
、
全
国
一
斉
に
改
選
の
手
続
き
が
進

め
ら
れ
ま
す
。

地
域
福
祉
の
充
実
を
図
る
た
め
、
候
補

者
の
情
報
提
供
な
ど
に
協
力
く
だ
さ
い
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

民
生
委
員
は
、
社
会
奉
仕
の
精
神
を

も
っ
て
、
常
に
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
相

談
に
応
じ
、
必
要
な
手
助
け
を
行
い
、
社

会
福
祉
の
増
進
に
努
め
て
い
ま
す
。

児
童
福
祉
法
の
定
め
で
、
民
生
委
員
は
、

同
時
に
児
童
委
員
も
担
い
ま
す
の
で
、
両

方
の
立
場
を
示
す「
民
生
委
員
・
児
童
委

員
」
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
ま
す
。

主
任
児
童
委
員
と
は

主
任
児
童
委
員
は
、
児
童
の
福
祉
に
関

す
る
行
政
機
関
と
児
童
委
員
と
の
連
絡
調

整
を
行
う
と
と
も
に
、
児
童
委
員
の
活
動

に
対
す
る
援
助
や
協
力
を
行
っ
て
い
ま
す
。

委
員
の
任
期
・
活
動
内
容
は

新
し
い
委
員
の
任
期
は
、
令
和
４
年
12

月
１
日
か
ら
令
和
７
年
11
月
30
日
ま
で
の

３
年
間
で
す
。

【
委
員
の
具
体
的
な
活
動
】

•

相
談
支
援
活
動

•

調
査
活
動

•

活
動
の
記
録
お
よ
び
報
告

・
地
域
福
祉
活
動

•
 

生
活
福
祉
資
金
貸
し
付
け
事
業
の
申
し

込
み
手
続
き

•

募
金
活
動
へ
の
協
力
な
ど

【
委
員
は
身
近
な
相
談
相
手
、
専
門
機
関

へ
の
つ
な
ぎ
役
】

委
員
は
、
自
ら
も
地
域
住
民
の
一
員
と

し
て
見
守
り
活
動
を
行
い
、
相
談
者
が
必

要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
専
門
機

関
と
の「
つ
な
ぎ
役
」
に
な
り
ま
す
。
委

員
に
は
守
秘
義
務
が
あ
り
、
相
談
者
の
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。

５
月
12
日
㈭
は

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

５
月
12
日
㈭
は
、「
民
生
委
員
・
児
童
委

員
の
日
」
に
定

め
ら
れ
て
い
て
、

委
員
活
動
の
充

実
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

地 域 の 身 近 な 相 談 役

委嘱・改選手続きなどの流れ

59.6%

21.1%

5.2%
14.1%

高齢者に関すること
障がい者に関すること
子どもに関すること
その他

令和 2年度相談・
支援の状況

民生委員・児童委員は、都道府県知事の推
薦に基づいて、厚生労働大臣が委嘱する特別
職の公務員です。

また、民生委員・児童委員は、地域コミュ
ニティの中心的な役割を担うため、地域福祉
活動に密接な関わりを持つ自治公民館の単位
で構成する推薦準備会から推薦されます。

民生委員・児童委員民生委員・児童委員がが
一斉一斉にに改選改選されますされます

候補者

都城市長

宮崎県知事

推薦準備会

都城市民生委員推薦会

宮崎県民生委員
審査専門分科会

厚生労働大臣

委嘱状交付

委嘱状交付

委嘱状交付 推薦

推薦 意見を
聞く

推薦
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